
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

千
九
百
七
十
二
年
の
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
の
千
九
百
九
十
六

年
の
議
定
書
の
二
千
九
年
の
改
正
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

こ
の
改
正
は
、
一
定
の
条
件
下
で
二
酸
化
炭
素
を
含
ん
だ
ガ
ス
の
輸
出
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
（
平
成

二
十
一
年
）
の
千
九
百
七
十
二
年
の
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
の
千
九
百
九
十
六

年
の
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
締
約
国
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
改
正
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
議
定
書
の
第
六
条
は
、
投
棄
の
た
め
に
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
を
他
国
に
輸
出
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定

し
て
い
た
が
、
こ
の
改
正
で
は
、
当
該
規
定
の
例
外
と
し
て
、
締
約
国
が
、
受
入
国
と
の
間
で
協
定
を
締
結
し
、
又
は
取
決

め
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素
を
含
ん
だ
ガ
ス
の
輸
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
新
た
に
規
定

し
て
い
る
。

二
、
一
に
記
載
す
る
協
定
又
は
取
決
め
に
は
次
の
事
項
を
含
め
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。



二

１

輸
出
国
と
受
入
国
と
の
間
の
許
可
を
与
え
る
責
任
の
確
認
及
び
配
分

２

非
締
約
国
に
輸
出
す
る
場
合
、
議
定
書
上
の
義
務
に
反
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
議
定
書
と
同
等
の
規
定

三
、
こ
の
改
正
は
、
議
定
書
の
締
約
国
の
三
分
の
二
が
改
正
の
受
諾
書
を
寄
託
し
た
後
六
十
日
目
の
日
に
、
改
正
を
受
諾
し
た

締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

四
、
こ
の
改
正
は
、
二
〇
一
九
年
（
令
和
元
年
）
十
月
に
採
択
さ
れ
た
議
定
書
締
約
国
会
議
決
議
に
よ
り
、
締
約
国
が
、
受
諾

時
又
は
受
諾
後
に
暫
定
的
適
用
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
改
正
を
暫
定
的
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。


